
令和６年度随意契約一覧表【教育総務部】

令和６年４月１日から令和６年６月３０日までの随意契約

担当課 契約名 契約日 契約相手方 契約金額（円） 契約内容の概要 該当条文 業者選定の理由

学校給食課
令和6年度富田林市幼稚園給食用
牛乳の売買契約

令和6年4月1日 泉南乳業株式会社 令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日 3,300,000
児童及び生徒の健全な育成に寄与することを目的とし、安定
供給および安全・安心な学校給食を実施する業務

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

大阪府学校給食会の供給事業者であり、本市小中学校に学校給食用牛乳の納入を行っ
ている業者である。対象外となっている幼稚園給食用牛乳の納入についても、現在の
供給業者である上記業者に依頼することで、同品質の牛乳の納入が見込まれるため。

学校給食課
令和6年度富田林市立学校給食セ
ンターボイラー保守管理等業務

令和6年4月1日
株式会社日本サーモエ
ナー　南大阪支店

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日 25,368,886
富田林市立学校給食センターで稼働している㈱日本サーモエ
ナー社製ボイラー保守点検業務

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

機器の製造会社であり、自社の持つ特許や機器の構造等を熟知した同社でなければ、
保守点検等ができないため。

学校給食課
令和6年度学校給食用パン売買契
約

令和6年4月1日
公益財団法人　大阪府学
校給食会

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日 17,190,000
児童及び生徒の健全な育成に寄与することを目的とし、安定
供給および安全・安心な学校給食を実施する業務

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

大阪府学校給食会は大阪府の所管組織であり、大阪府下市町村が当法人と契約を結び
学校給食食材の調達等を行っており、本市においても引き続き同法人に依頼すること
で学校給食の安定供給が見込まれるため。

学校給食課
令和6年度4～11月需要分学校給
食用精米売買契約

令和6年4月1日
公益財団法人　大阪府学
校給食会

令和6年4月1日 ～
令和6年11月30

日
6,312,000

児童及び生徒の健全な育成に寄与することを目的とし、安定
供給および安全・安心な学校給食を実施する業務

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

大阪府学校給食会は大阪府の所管組織であり、大阪府下市町村が当法人と契約を結び
学校給食食材の調達等を行っており、本市においても引き続き同法人に依頼すること
で学校給食の安定供給が見込まれるため。

学校給食課
令和6年度　富田林市立学校給食
センター脱酸素装置保守点検等
業務

令和6年4月1日
株式会社日本サーモエ
ナー　南大阪支店

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日 1,113,530
富田林市立学校給食センターに設置されている窒素式脱酸素
装置（NDE-5-05）及び窒素ガス発生装置（TAC3-23Eco）の保
守点検業務

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

機器の導入業者であり、本市の機器の設定や構成・配線等を熟知し、障害発生時等に
迅速に対応することが可能なため。

学校給食課
令和6年度　富田林市立学校給食
センターＧＨＰ（ガスヒートポ
ンプエアコン）保守点検業務

令和6年4月1日
大阪瓦斯株式会社　エナ
ジーソリューション事業
部

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日 1,125,817
学校給食センターで稼動しているＧＨＰ室外機の定期点検等
のメンテナンス業務

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

大阪瓦斯(株)の遠隔監視による定期的な運転データのチェックと日々のデータ収集に
より、トラブルの早期発見とサービスマンによる迅速な対応が可能であり、故障予測
から事前点検によりトラブルの未然防止も可能なため。

学校給食課
令和6年度　富田林市学校給食用
精米の売買契約の締結

令和6年4月1日
大阪南農業協同組合大伴
営農経済センター

令和6年4月1日 ～ 令和6年7月31日 6,217,920
本市の学校園給食で提供するための米の売買、納品に関する
契約

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

富田林産を含む南河内産の米の集荷や販売を行っている市内業者で、給食用として必
要な量の確保を、大阪府学校給食会より安価で可能なため。

学校給食課
令和6年度　大阪府学校給食用牛
乳の売買に関する委任契約

令和6年4月1日
公益財団法人　大阪府学
校給食会

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日 68,181,504
児童及び生徒の健全な育成に寄与することを目的とし、安定
供給および安全・安心な学校給食を実施する業務

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

大阪府学校給食会は大阪府の所管組織であり、大阪府下市町村が当法人と契約を結び
学校給食食材の調達等を行っており、本市においても引き続き同法人に依頼すること
で学校給食の安定供給が見込まれるため。

学校給食課
富田林市中学校給食予約システ
ム改修業務

令和6年4月1日
株式会社フューチャーイ
ン　関西支店

契約日の翌日 ～ 令和6年6月30日 1,100,000
希望選択制をとっている本市中学校給食の予約の管理、給食
費の事前徴収などを行うためのシステム改修業務

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

システムの開発業者かつ著作権を有する業者であり、他社が保守・改修等を行うこと
ができないため。

学校給食課
小学校給食・幼稚園給食用非常
食の購入

令和6年5月14日
公益社団法人　大阪府学
校給食会 ― ～ 令和6年8月30日 1,667,921 全学栄救給カレー　150ｇ/袋×40食/箱×141箱

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

救給カレーを、大阪府下の全市町村統一の単価で学校給食向けに販売しており、他業
者からの購入ができないため。

学校給食課 公用車購入 令和6年5月17日 富田林市自動車協同組合 ― ～ 令和6年9月27日 1,310,100
ダイハツ　ハイゼット　5BD-S700V　1台
その他装備品等

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

中小企業庁が証明した官公需適格組合であり、また本市に登録している市内業者が同
組合員であるため。

教育指導室
令和6年度独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター災害共済給
付

令和6年4月1日
独立行政法人　日本ス
ポーツ振興センター

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日 6,558,640

学校園の管理下で、児童生徒等の災害（負傷、疾病、障がい
又は死亡）が発生したときに災害共済給付（医療費、障がい
見舞金又は死亡見舞金の給付）を行う、国・学校園の設置
者・保護者の三者の負担による互助共済制度

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

災害共済給付制度は、学校園の管理下で災害（負傷、疾病、障がい又は死亡）が発生
したときに災害共済給付を行う、国・学校園の設置者・保護者の三者の負担による互
助共済制度である。また、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく公的給
付制度であり、同様の公的な災害給付を行っている団体が他にないため。

教育指導室
令和6年度　就学援助システム保
守業務

令和6年4月1日
株式会社内田洋行　大阪
支店

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日 660,000
平成３１年１月より稼働している就学援助申請者の管理・審
査および給付作業を行うシステムの保守

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

システムの開発業者かつ著作権を有する業者であり、他社が保守・改修等を行うこと
ができないため。

教育指導室
授業目的公衆送信補償金制度利
用

令和6年4月1日
一般社団法人　授業目的
公衆送信補償金等管理協
会（SARTRAS）

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日 1,048,872

授業目的公衆送信補償金制度は、ＧＩＧＡスクール構想の実
現に向けてＩＣＴを活用する上で、オンラインやクラウドを
活用した授業を行うために授業の公衆送信に係る補償金制度
への支払いを行う。

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

授業目的による公衆送信について、著作権法に基づき日本で唯一文化庁長官の指定を
受けている一般社団法人であるため。

契約期間（納入期限日）



令和６年度随意契約一覧表【教育総務部】

令和６年４月１日から令和６年６月３０日までの随意契約
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教育指導室 令和6年度　結核検診業務 令和6年4月9日
一般財団法人　大阪府結
核予防会

契約日の翌日 ～ 令和7年3月31日 1,355,200
公立小中学校の教職員を対象に胸部エックス線撮影を実施
し、その結果がＤ２以上の要経過観察者に対しては、秋にも
再度レントゲン車により胸部エックス線撮影を行う。

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

小中学校24校をレントゲン車で巡回し検診を実施する点、また要経過観察者に対して
は、年２回の検診だけでなく、以前からの状況を把握し適切な診断を下すことができ
る点、その規模、信頼性の点から、以前より業務委託している一般財団法人大阪府結
核予防会に特命随意契約をする。

教育指導室 令和6年度　脊柱側弯症検査業務 令和6年4月10日 医療法人　厚生会 契約日の翌日 ～ 令和7年3月31日 1,841,972
小学校５年生及び中学校２年生を対象に小中学校２４校を検
診車で巡回しながら検査を実施する。

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

脊柱側弯症検査は小中学校24校を検診車で巡回し実施する必要がある点、結果が要経
過観察の場合翌年に再度検査を行っており、検査機関を一定にすることが望ましい
点、大阪府内では医療法人厚生会のみが脊柱側弯症検査業務を実施している点、以上
３つの理由のため。

教育指導室 令和6年度　心臓検診業務 令和6年4月10日 医療法人　厚生会 契約日の翌日 ～ 令和7年3月31日 2,246,200 小中学校２４校を検診車で巡回しながら検診を実施する。
地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

心臓検診は経過観察を行う必要があり、検診機関を一定にすることが望ましいと考え
るため、以前からの状況を把握のうえ適切な診断を下すことができる点、その規模、
信頼性の点から、従来から業務を委託している医療法人厚生会に特命随意契約をす
る。

教育指導室 令和6年度　水泳指導補助等業務 令和6年4月16日
株式会社杉多エンタープ
ライズ　富田林イトマン
スイミングスクール

契約日の翌日 ～ 令和7年3月31日 8,669,760
体育の授業における水泳指導に関して、民間企業が保有する
施設を活用するとともに、指導補助を受けることで、より効
果的で安全な水泳指導を実施する。

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

本事業を実施するにあたり、富田林市内で屋内プールや送迎バスを有する民間事業所
を捜索したところ、富田林イトマンスイミングスクールのみが該当しました。委託業
務の実績を有する富田林イトマンと協議した結果、当初予算内で委託業務が可能であ
ることを確認したため。

教育指導室
ロジャータッチスクリーンマイ
ク等の購入

令和6年5月28日
石黒メディカルシステム
株式会社　東大阪支店 ― ～ 令和6年6月28日 1,643,180

ソノヴァジャパン　ロジャー　タッチスクリーンマイク　6
台
ソノヴァジャパン　ロジャーエックス　11台

地方自治法施行
令167条の２第
１項第８号

指名競争入札を実施したところ、1社のみの入札となり不調となった。唯一入札意思
があり、対応可能であったため。

教育総務課
令和6年度　学校園図書の購入に
関する契約

令和6年4月1日
富田林市公共図書館納入
組合

契約の締結日 ～ 令和7年3月31日 7,889,000 学校園図書の購入
地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

図書は「著作物再販」として再販制度の対象であり、競争で価格を決定する入札制度
になじまないものであり、さらに、「富田林市公共図書館納入組合」は、本市内で唯
一の図書販売業者組織であるため。


